
オミクロン株に対応した 新型コロナワクチン

新型コロナワクチン接種（２価）のご案内

令和４年９月１２日、新型コロナの変異株オミクロン株（BA.1）に対応した新たなワクチンについて、特
例承認されました。河津町では、新型コロナワクチン初回接種完了者に対して、下記のとおり集団接種
を実施します。集団接種会場ではファイザー社製のワクチンを使用予定です。

河津町ワクチンコールセンター ☎ ０５５８－３６－３５５６
（受付時間 ： 平日 9：00 ～ 16：00） 河津町健康増進課内

お問い合わせ・ご相談は…

●対象 ： 前回（2回目または３回目）接種から５か月以上経過した満12歳以上の者
ワクチンを接種するには、本人の同意が必要です。接種を受ける方には、接種による感染症予防の効果

と副反応のリスクの双方について理解したうえで、自らの意思で接種を受けていただきます。受ける方の
同意なく、接種が行われることはありません。

※医師の助言により18歳未満の方は、保護者同伴での接種をお願いいたします。

●接種日程 ： 10月22日（土）、24日（月）、２６日（水）、29日（土）、３１日（月）、

11月２日（水）、４日（金）、7日（月）、９日（水）、12日（土）

※ 以降の日程は10月下旬以降にHP、回覧等でお知らせします。

●受付時間 ： ① 13:00～ ② 13:30～ ③ 14:00～ ④ 14:30～
⑤ 15:00～ ⑥ 15:30～ ※ 10/22・26は15:00が最終受付です。

（各受付時間の10分前を目安にご来場ください）

●持ち物 ： ① 接種券付き予診票（要記入） ② 接種済証用紙

③ 本人確認できるもの（保険証等） ④ お薬手帳（服薬治療中の方）

⑤ 母子健康手帳（18歳未満で記録を希望する方）

●接種当日の服装 ： 肩の出せる服装（半袖のTシャツ等に上着を羽織る等）

ボタン等、脱ぎ着に時間のかかる物はご遠慮ください。

Web予約 10月１１日（火） ９：００受付開始
右のQRコードまたは河津町HPのワクチン予約URLから

専用サイトにてご予約ください。

インターネット環境がない等の場合には、コールセンターでも受け付けますが、

日時がご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

予約方法

ご予約には
接種券番号
（照会番号）
が必要です。



新型コロナワクチンに関するQ＆A

Ｑ１．オミクロン株対応ワクチンは何回接種するの？

１回です。接種歴の違いにより、オミクロン株対応ワクチンの接種が３回目、
４回目、５回目になる場合がありますが、いずれの場合も現時点ではオミクロ
ン株対応ワクチンの接種は１回になります。

Ｑ２．BA.1対応型ワクチンを接種した後は、BA.4/5対応型ワクチンを接種するのか？

現時点では、初回接種完了者は、３回目接種以降はオミクロン株対応ワクチン
（BA.1対応型またはBA.4/5対応型※）を１回接種することとしています。その
後のワクチン接種については、今後、科学的知見などを踏まえて検討されます。

※BA.4/5対応型ワクチンの接種開始時期は未定です。

Ｑ３．BA.1対応型ワクチンとBA.4/5対応型ワクチンはどちらの方が効果があるか？
BA.4/5対応型ワクチンの接種が開始されるなら、待っても良いか？

現時点での知見を踏まえた専門家による検討では、オミクロン株の種類（BA.1
とBA.4/5）に関わらず、オミクロン株成分を含むことで、従来型ワクチンを上
回る効果があること、オミクロン株と武漢株の２種類の成分が含まれることで、
今後の変異株に対しても有効である可能性が高いことが期待されています。
そのため、その時点でオミクロン株成分を含む接種可能なワクチンを接種いた
だくようにお願いします。なお、河津町集団接種会場でのBA.4/5対応型ワクチ
ンへの切り替え時期は未定です。

Ｑ４．既に新型コロナに感染したが、接種を受けなくてもよいか？

感染歴に関わらず、接種を受けるようお勧めします。自然感染により得られた
予防効果は個人差が大きく、時間経過とともにに再感染のリスクが上昇する可
能性があります。既感染者への予防接種は自然感染のみと比べてより強力で長
時間持続する予防効果が期待できるといわれています。

Ｑ５．他の予防接種を受けたいが、接種間隔は？

≪インフルエンザの場合≫
接種間隔は必要ありませんが、新型コロナワクチンの副反応で発熱した場合、
インフルエンザ予防接種を受けられなくなる等の影響も考えられるため、副
反応を考慮してご予約ください。
≪インフルエンザ以外の予防接種≫
新型コロナワクチンの前後２週間は接種できません。

河津町ワクチンコールセンター ☎ ０５５８－３６－３５５６
（受付時間 ： 平日 午前9時 ～ 午後４時） 河津町健康増進課内


